
国
民
年
金
か
ら
の
お
知
ら
せ

国
民
年
金
保
険
料
の
一
部
免
除
の

承
認
を
受
け
ら
れ
た
方
へ
！

保
険
料
の
納
付
が
必
要
で
す
！

　
国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
申
請
を
さ
れ
た

方
の
う
ち
、
全
額
免
除
に
該
当
せ
ず
、
一
部

免
除（
４
分
の
３
免
除
・
半
額
免
除
・
４
分

の
１
免
除
）
が
承
認
さ
れ
た
方
は
、
免
除
に

該
当
し
な
か
っ
た
部
分
の
保
険
料
を
納
付
さ

れ
な
い
と
未
納
期
間
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と

に
な
り
、
将
来
支
給
さ
れ
る
老
齢
基
礎
年
金

を
受
給
す
る
た
め
に
必
要
な
期
間
に
計
算
さ

れ
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
未
納
期
間
が
あ
る
と
ケ
ガ
や
病
気

で
「
万
が
一
」
の
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
障
害

基
礎
年
金
や
遺
族
基
礎
年
金
を
受
給
で
き
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
納
期
限
か
ら
２
年
が

経
過
す
る
と
時
効
に
よ
り
納
め
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
納
付
書
が
お
手
元
に
な
い
方
は
、
草
津
年

金
事
務
所
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

『
扶
養
親
族
等
申
告
書
』
は
期

限
ま
で
に
提
出
し
ま
し
ょ
う
！

　

老
齢
や
退
職
を
支
給
事
由
と
す
る
年

金
は
、
雑
所
得
と
し
て
所
得
税
の
課
税

対
象
と
さ
れ
て
い
ま
す
。(

障
害
年
金
や

遺
族
年
金
は
課
税
さ
れ
ま
せ
ん
）

　
課
税
対
象
者
と
な
る
受
給
者
の
方（
64

歳
以
下
の
方
は
１
０
８
万
円
以
上
、
65

歳
以
上
の
方
は
１
５
８
万
円
以
上
）
に

は
、
日
本
年
金
機
構
か
ら
「
扶
養
親
族

等
申
告
書
」
が
送
付
さ
れ
ま
す
の
で
、

提
出
期
限
ま
で
に
日
本
年
金
機
構
へ
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

こ
の
申
告
に
よ
り
、
翌
年
中
に
受
け

ら
れ
る
年
金
に
か
か
る
所
得
税
の
源
泉

徴
収
税
額
が
決
定
さ
れ
ま
す
。
提
出
を

忘
れ
る
と
各
種
控
除
が
受
け
ら
れ
ず
、

所
得
税
の
源
泉
徴
収
税
額
が
多
く
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ

い
。

◆
問
い
合
わ
せ
先

　
○
一
部
免
除
に
つ
い
て

　
　
草
津
年
金
事
務
所  

国
民
年
金
課

　
　
☎
０
７
７

−

５
６
７

−

２
２
２
０

　
○
扶
養
親
族
申
告
書
に
つ
い
て

　
　
草
津
年
金
事
務
所  

お
客
様
相
談
室

　
　
☎
０
７
７

−

５
６
７

−

1
3
1
1

　
○
住
民
課  

保
険
年
金
担
当

　
　
☎
0
7
4
8

−

５
２

−

６
５
８
４

免除区分 保険料額
（令和元年度）

3 ／ 4
免除 月額 4,100円

半額
免除 月額 8,210円

1 ／ 4
免除 月額 12,310円

※  令和元年度国民年金保険料は月額
　16,410円です。
※  月額の計算は、10円未満切り上げです。

ご
存
じ
で
す
か
？
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品

　
「
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
」（
後
発
医
薬
品
）

は
、
先
に
開
発
さ
れ
た
新
薬（
先
発
医
薬
品
）

の
特
許
期
間
終
了
後
に
製
造
・
販
売
さ
れ
る

医
薬
品
で
す
。
厚
生
労
働
省
が
、
こ
れ
ま
で

効
き
目
や
安
全
性
が
実
証
さ
れ
て
き
た
新
薬

と
同
等
の
効
能
を
認
め
た
も
の
で
、
開
発
費

が
低
く
抑
え
ら
れ
る
た
め
低
価
格
に
な
り
、

薬
局
な
ど
で
支
払
う
薬
代
の
軽
減
に
つ
な
が

り
ま
す
。

　

国
保
に
加
入
さ
れ
て
い
る
方
に
は
、「
ジ
ェ

ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
希
望
シ
ー
ル
」
を
配
布
し

て
い
ま
す
。
処
方
を
希
望
す
る
際
に
医
療
機

関
な
ど
に
提
示
し
て
活
用
し
ま
し
ょ
う
。

●
ど
ん
な
種
類
が
あ
る
の
か

　

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
は
、
高
血
圧
や
脂

質
異
常
症
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
や
症
状
に

対
応
し
て
い
ま
す
。
内
服
薬
だ
け
で
な
く
、

外
用
薬
や
点
眼
剤
な
ど
も
あ
り
ま
す
。

●
ど
こ
で
処
方
す
る
の
か

　

薬
局
で
調
剤
し
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
ま

す
。
病
院
な
ど
で
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を

希
望
す
る
こ
と
を
伝
え
処
方
し
て
も
ら
う
か
、

薬
剤
師
さ
ん
と
相
談
の
う
え
、
薬
局
で
ジ
ェ

ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に
変
え
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
た
だ
し
、
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
が
発

売
さ
れ
て
い
な
い
場
合
や
医
師
が
「
後
発
医

薬
品
へ
の
変
更
不
可
」
と
し
た
場
合
は
処
方

が
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

●
体
に
合
う
か
不
安
な
と
き
は

　

急
に
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に
切
り
替
え

る
の
が
不
安
な
と
き
は
、
短
期
間
か
ら
ジ
ェ

ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を
試
す
こ
と
が
で
き
る
「
分

割
調
剤
」
が
利
用
で
き
ま
す
。
使
っ
て
み
て
、

体
に
合
わ
な
い
と
感
じ
た
と
き
に
は
、
も
と

の
薬
に
戻
す
こ
と
も
可
能
で
す
。

●  

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
と
の
差
額
を
お
知

ら
せ
し
て
い
ま
す

　

現
在
服
用
さ
れ
て
い
る
新
薬
を
ジ
ェ
ネ

リ
ッ
ク
医
薬
品
に
切
り
替
え
た
場
合
、
自
己

負
担
が
軽
減
で
き
る
方
を
対
象
に
、
軽
減
で

き
る
額（
差
額
）を
お
知
ら
せ
す
る
「
ジ
ェ
ネ

リ
ッ
ク
医
薬
品
に
関
す
る
お
知
ら
せ
」
を
年

4
回
発
行
し
て
い
ま
す
。
お
薬
を
選
ぶ
際
の

参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。

国
民
健
康
保
険

み
ん
な
で
支
え
あ
う

◆
問
い
合
わ
せ
先　
住
民
課　
保
険
年
金
担
当　
☎
0
7
4
8

−

5
2

−

6
5
8
4
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屋
外
広
告
物
を
掲
出
す
る
に

は
、
許
可
が
必
要
な
場
合
が
あ

り
ま
す
。

　
住
宅
や
営
業
所
等
に
自
己
の

氏
名
や
店
名
等
を
掲
出
す
る
広

告
物
（
自
家
用
広
告
物
）
で
も

許
可
が
必
要
に
な
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。
エ
リ
ア
に
よ
っ
て
、

掲
出
で
き
る
広
告
物
の
大
き
さ

や
高
さ
に
基
準
を
設
け
て
、
規

制
し
て
い
ま
す
。

　
必
要
な
許
可
を
得
て
い
な
い

場
合
は
条
例
違
反
と
な
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
良
好
な
景
観
形
成
と
公
衆
へ

の
危
害
防
止
の
た
め
に
ご
協
力

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　
日
野
町
の
主
な
暮
ら
し
の
各
種
手
続
き
な

ど
を
1
冊
に
ま
と
め
た
情
報
誌
「
暮
ら
し
の

便
利
帳
」
に
つ
い
て
、
官
民
協
働
で
発
行
す

る
に
あ
た
り
、
町
と
株
式
会
社
サ
イ
ネ
ッ
ク

ス
と
の
間
で
「
日
野
町
『
暮
ら
し
の
便
利
帳
』

の
共
同
発
行
に
関
す
る
協
定
」
を
6
月
3
日

に
締
結
し
ま
し
た
。

　
便
利
帳
に
は
、
防
災
に
関
す
る
こ
と
を
は

じ
め
、
届
出
や
諸
証
明
に
関
す
る
手
続
き
、

子
育
て
・
介
護
・
年
金
な
ど
の
福
祉
制
度
、
町

内
の
施
設
や
医
療
機
関
の
情
報
な
ど
生
活
に

欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
情
報
が
掲
載
さ
れ

ま
す
。

　
発
行
は
来
年
3
月
を
予
定
し
、
全
戸
配
布

す
る
ほ
か
、
転
入
者
に
は
役
場
窓
口
で
お
渡

し
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　
な
お
、
便
利
帳
は
町
内
の
事
業
所
様
の
ご

協
力
に
よ
る
広
告
料
を
も
と
に
作
成
し
ま
す
。

そ
の
屋
外
広
告
物
�許
可
さ
れ
て
い
ま
す
か

県内
一斉

屋外広告物
クリーンキャンペーン
9月1日～10日は屋外広告物適正化旬間

◆
問
い
合
わ
せ
先

　建
設
計
画
課  

都
市
計
画
担
当
　☎
0
7
4
8－

5
2－

6
5
6
7

◆
問
い
合
わ
せ
先
　企
画
振
興
課
　秘
書
広
報
担
当
　☎
0
7
4
8－

5
2－

6
5
5
0

【
募
集
期
間
】

　
9
月
20
日
（
金
）
ま
で

【
募
集
団
地
】

・
第
2
内
池
団
地
（
内
池
1
5
2

番
地
）
昭
和
63
年
度
築
（
Ｐ
Ｃ

造
3
階
建
）
3
D
K
　
2
戸

・
西
山
団
地
（
豊
田
2
0
5
番
地

20
、23
）
昭
和
59
年
度
築
（
Ｐ
Ｃ

造
2
階
建
）
3
D
K
　
2
戸

【
入
居
資
格
】

　持
家
が
な
く
次
の
①
〜
⑥
の
す

べ
て
が
該
当
す
る
方

①
日
野
町
内
に
住
所
ま
た
は
勤
務

地
が
あ
る
こ
と
（
概
ね
３
ヶ
月

以
上
）。

②
税
金
・
公
共
料
金
・
保
育
料
等

に
滞
納
が
な
い
こ
と
（
要
完
納

証
明
）。

③
現
在
同
居
親
族
が
あ
る
、
ま
た

は
同
居
し
よ
う
と
す
る
親
族

（
婚
約
者
を
含
む
）が
あ
る
こ
と
。

　（
老
年
者
、
身
体
障
害
者
等
の
方

は
単
身
で
あ
っ
て
も
認
め
ら
れ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
）

④
暴
力
団
員
で
な
い
こ
と
。

⑤
１
か
月
あ
た
り
の
収
入
が
定
め

ら
れ
た
基
準
以
下
で
あ
る
こ
と
。

⑥
現
に
住
宅
に
困
窮
さ
れ
て
い
る

人
（
次
の
⑴
〜
⑼
等
に
該
当
す

る
方
）。

⑴
本
来
住
宅
で
な
い
建
物
に
居
住

し
て
い
る
。  

⑵
災
害
の
危
険
が
あ

る
よ
う
な
住
宅
、
ま
た
は
衛
生
上

有
害
な
状
態
の
住
宅
に
住
ん
で
い

る
。  

⑶
他
の
世
帯
と
同
居
し
て
い

て
台
所
等
が
共
同
で
あ
る
た
め
日

常
生
活
が
著
し
く
不
便
で
あ
る
。  

⑷
住
宅
が
な
い
た
め
親
族
と
同
居

で
き
な
い
。  

⑸
住
宅
が
狭
い
（
１

人
あ
た
り
4
・
5
畳
以
下
）。  

⑹
正

当
な
立
ち
退
き
要
求
を
受
け
て
い

る
が
立
ち
退
き
先
が
な
い
。  

⑺
遠

距
離
通
勤
（
片
道
約
90
分
以
上
を

要
す
る
方
）　
⑻
収
入
と
比
較
し

て
家
賃
が
著
し
く
過
大
（
年
間
家

賃
額
÷
年
間
所
得
が
２
割
程
）  

⑼

住
宅
が
な
い
た
め
結
婚
が
延
び
て

い
る
。

【
月
額
家
賃
】
入
居
者
の
収
入
お
よ

び
住
宅
の
諸
条
件
に
よ
り
決
定

さ
れ
ま
す
。

町
営
住
宅
入
居
者
募
集

◆
問
い
合
わ
せ
先

　建
設
計
画
課  

都
市
計
画
担
当
　☎
0
7
4
8－

5
2－

6
5
6
7

「
暮
ら
し
の
便
利
帳
」を
作
成
し
ま
す
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